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 超スマート社会（Society5.0）の到来により、我が国は、これまでにない新たな価

値の創造と展開が可能な時代を迎えつつある。それは、不透明で変化の激しい時代と

もいえるが、新たな創造の時代への過渡期でもある。このように急激に変化し、将来

の予測が難しい社会においては、情報や情報通信技術を受け身で捉えるのではなく、

主体的に選択して活用していく力が求められる。 

 小・中・高等学校学習指導要領（平成 29・30 年告示）では、子供たちが様々な変化

に積極的に向き合い、他者と協働して課題を解決していくことなどが学校教育に求め

られており、その中で、「情報活用能力」を言語能力、問題発見・解決能力と同様に学

習の基盤となる資質・能力と位置付けるとともに、「情報活用能力」の育成を図るため、

各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するた

めに必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることが示され

ている。 

 本県では、令和３年２月に策定した「栃木県教育振興基本計画 2025–とちぎ教育ビ

ジョン-」において、学校教育の情報化の推進を掲げ、教員のＩＣＴ活用指導力の向上

や情報モラル教育の充実、ＩＣＴ環境の充実を目指すこととした。また、当該計画の

具現化に向け「栃木県学校教育情報化推進指針」を令和３年５月に策定し、児童生徒

の１人１台端末の整備や情報モラルリーフレットの作成、教職員研修の充実などに取

り組んできた。 

 

教育の情報化とは                          

 

 

第１章 指針の目的 

• 児童生徒の情報活用能力の育成情報教育

• ＩＣＴを効果的に活用した分かりやすく深ま
る授業の実現等

教科指導における

ＩＣＴの活用

• 教職員のＩＣＴを活用した情報共有による、
きめ細かな指導、校務の負担軽減等校務の情報化
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１ 学校におけるＩＣＴの活用 

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ2022）による

と、日本では、「学校でのＩＣＴリソースの利用しやすさ」指標はＯＥＣＤ平均を

上回っており、ＩＣＴ環境の整備は 2018 年調査以降進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、日本は各教科の授業（国語、数学、理科）におけるＩＣＴの利用頻度は、

ＯＥＣＤ加盟国と比較すると低い結果となっている。ＧＩＧＡスクール構想によ

り環境整備が進む一方で、日常的なＩＣＴを活用した授業の実施が課題となって

いる。 

 

第２章 現状分析と課題 

出典：学習到達度調査（ＰＩＳＡ2022）

出典：学習到達度調査（ＰＩＳＡ2022）
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２ 本県におけるＩＣＴ環境の整備と教員のＩＣＴ活用指導力 

  文部科学省が実施した令和５年度「学校における教育の情報化の実態等に関する

調査」によると、本県におけるＩＣＴ環境の整備と教員のＩＣＴ活用指導力につい

ては、以下のとおりである。 

教育の情報化の実態に係る主な指標（概要） 

 

「教育用コンピュータ１台当たりの児童生徒数」「インターネット接続率」など

ＩＣＴの環境整備に係る指標については、全国平均値を上回っており、国が示す目

標を達成している状況であるが、「教員のＩＣＴ活用指導力」については、全国平均

値を下回った。 

今後は、整備したＩＣＴ環境を有効活用し、学習指導要領で育成を目指す資質能

力を育むため、教員のＩＣＴ活用指導力の向上と学校現場への支援体制の強化など

を図る必要がある。 

 

  

令和５年度「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」から作成 
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３ 本県における授業でのＩＣＴ活用 

  文部科学省が実施した「令和５年度全国学力・学習状況調査」における「児童・

生徒質問紙」調査によると、小学６年と中学３年において、調査実施前年度までに

ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を使用した授業を受けた頻度は、以下のとおり

である。 

 

   

本県の状況は、小学６年において、「ほぼ毎日」又は「週３回以上」と答えた児童

が 61.7％で全国の状況を若干下回っており、中学３年においても、「ほぼ毎日」又

は「週３回以上」と答えた生徒が 55.1％で、全国の状況を下回っている。 

  今後は、各教科の授業において、育成を目指す資質・能力を育むためにＩＣＴ機

器を効果的に活用していくことが課題である。 

 

  

 

 

● 小学５年までに受けた授業で、PC・タブレットなどの ICT 機器を使った頻度【小学６年調査】 

25.1% 36.6% 26.1% 9.1% 

28.2% 34.2% 23.9% 9.8% 

● 中学１，２年生のときに受けた授業で、PC・タブレットなどの ICT 機器を使った頻度【中学３年調査】 

21.1% 34.0% 31.0% 11.0% 

28.1% 33.0% 26.4% 9.6% 

出典：令和５年度全国学力・学習状況調査 
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１ ＩＣＴを活用した児童生徒の資質・能力の育成 

(1) 情報活用能力の育成 

○ 学習指導要領（平成 29・30 年告示）では、情報活用能力について、世の

中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報及び情報技術を適

切かつ効果的に活用して問題を発見・解決したり、自分の考えを形成した

りしていくために必要な資質・能力であるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 情報活用能力を学習の基盤となる資質・能力として教科等横断的に育成

するとともに、情報社会において適正な活動を行うための基になる考え方

と態度である情報モラルと必要な知識を習得させる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

第３章 本県における教育の情報化の基本的な考え方と方向性 

出典：学習の基盤となる資質能力としての情報活用能力の育成 
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【今後の方向性】 

● 小・中・高等学校段階を通じて、児童生徒の情報活用能力を高め､

更に身に付いた情報活用能力が基盤として機能することにより、各

教科等において授業改善の中でＩＣＴが活用されるよう取組を推進

する。 

● 児童生徒が情報に対して責任ある考えを持ち、行動しようとする

態度等を身に付け、安全・安心に情報を利活用していくことができ

るよう、情報モラルに関する指導を推進する。 
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(2) 健康面への配慮 

○ 日常的にＩＣＴを活用した学習をする機会が増えていくと考えられるこ

とから、視力をはじめ、ＩＣＴを使用することによる児童生徒の健康面へ

の影響について配慮することが必要である。 

○ 児童生徒の健康面への影響を踏まえ、教員や児童生徒が授業においてＩ

ＣＴを円滑に活用するために、専門家の知見なども踏まえ対応することが

大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) いじめ・自殺・不登校等への対応の充実 

○ 児童生徒の心や体調の変化を把握し、児童生徒が発するＳＯＳを早期に

発見して対処していくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

● 各学校は、教室の適切な明るさや学習用コンピュータを使用する際

の姿勢等について、「児童生徒の健康に留意してＩＣＴを活用するため

のガイドブック」（文部科学省）等を参考に児童生徒の健康面に配慮す

る。 

● 各学校は、児童生徒の健康面への影響等への配慮について、家庭と

の情報共有を行った上で、連携して取り組む。 

【今後の方向性】 

● いじめ・自殺・不登校等の未然防止、早期把握、早期対応に向けた､

１人１台端末等の活用による児童生徒の心身の状況の把握や教育相談

等を充実させるため、各自治体における先行事例の普及に努め、支援

体制を充実させる。 
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(4) 障害のある児童生徒への対応 

○ ＩＣＴは、児童生徒の障害の状態等に応じて活用することにより、各教

科等の指導や支援、合理的配慮の提供等に効果を発揮することができる重

要なものである。 

○ 教員のＩＣＴ活用指導力の向上や、ＩＣＴを活用することによる個に応

じた指導・支援の充実を図り、児童生徒の主体的かつ適切にＩＣＴを選択・

活用する力の育成を支援する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保 

○ 病気療養中や不登校など、学校で学びたくても学べない児童生徒に対し

て、ＩＣＴを活用した教育支援が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

● ＩＣＴを活用した教育支援が行われるよう、教育機会の確保に向け

た取組を推進する。 

● １人１台端末を通じて教員とコミュニケーションを図り、ＩＣＴを

活用した学習状況や成果を学校において適切に把握している事例の収

集・発信などにより、学校現場での取組の促進を図る。 

【今後の方向性】 

● 各教科等や自立活動の指導を効果的に行えるよう、個々の障害の状

態等に応じてＩＣＴを適切に活用して指導する力の向上を図る。 

● 教員のＩＣＴを活用することに対する理解を促進し、補助用具（入

出力支援機器等）を適切に活用したコミュニケーション支援や合理的

配慮の充実を図る。 

● 児童生徒が障害の状態等に応じて主体的かつ適切にＩＣＴを選択・

活用し、学習活動を充実させる力の育成を図る。 
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(6) 日本語指導が必要な児童生徒の教育の充実 

○ 日本語指導が必要な児童生徒について、ＩＣＴを活用することにより、

一層の教育の充実に向けた取組を進める必要がある。 

 

 

 

 

 

  

【今後の方向性】 

● 日本語指導が必要な児童生徒の教育的なニーズを踏まえ、日本語指

導や教科指導に適したデジタル教材の活用などによる指導の充実を図

る。  
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２ 教員のＩＣＴ活用指導力の向上 

(1) 教科指導におけるＩＣＴの効果的な活用 

○ 学習指導要領の下、各教科等が目指す資質・能力の育成に当たっては、 

ＩＣＴ環境を最大限活用し、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充

実させていくことが重要である。 

○ ＩＣＴが積極的に活用されるためには、全ての教員がＩＣＴを活用して

指導する力を身に付けられるようにする取組が重要であり、研修の充実や

支援体制の強化が必要である。 

○ ＩＣＴを特定の教科等や場面のみで活用するのではなく、学習の過程の

あらゆる場面においてＩＣＴの特性を最大限に生かして活用することが重

要であり、ＩＣＴの活用イメージを具体的に共有していくことが必要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

● 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資するよう、

ＩＣＴ活用実践事例の創出・収集・普及や指導資料の作成・周知を行

う。 

● 教員のＩＣＴ活用指導力の状況についての調査等から、現状と課題

を分析し、研修計画に反映する。 

● 校内におけるＩＣＴの活用実践等に関するサポートの充実を図る。 
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(2) 学習場面に応じた学習支援の充実 

○ 各教科等においてＩＣＴを活用する際には、学習の過程を踏まえながら、

個々の学習場面に応じた活用とすることが重要である。 

○ 次に示す学習場面例は、ＩＣＴを活用した典型的な学習場面とその効果

であるが、ＩＣＴを活用した学習活動はこれらに限られるものではないこ

とにも留意する必要がある。 

ア 一斉学習 

大型提示装置や学習者用コンピュータを活用し、教員が説明する場面 

「教員による教材の提示」 

児童生徒の興味・関心の喚起につなげ、学習活動

を焦点化し、学習課題への理解を深めることがで

きる。 

イ 個別学習 

学習者用コンピュータを活用し児童生徒が学習する場面 

「個に応じた学習」 
各自のペースで理解しながら学習を進めて知

識・技能を習得することができる。 

「調査活動」 
情報を主体的に収集・判断する力を身に付ける

ことができる。 

「思考を深める学習」 

試行を容易に繰り返すことにより、多角的な見

方・考え方ができるようになり、理解を深めること

ができる。 

「表現・制作」 

写真・音声・動画等のマルチメディアを活用し

て、多様な表現を取り入れることにより、表現技法

の向上につなげることができる。 

「家庭学習」 
各自のペースで継続的に学習に取り組むことが

できる。 
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ウ 協働学習 

大型提示装置や学習者用コンピュータを活用し、児童生徒同士が学習する場面 

「発表や話合い」 
思考力や表現力を培ったり、多角的な視点に触

れたりすることができる。 

「協働での意見整理」 

互いの考えを視覚的に共有することができ、グ

ループ内の議論を深め、学習課題に対する意見整

理を円滑に進めることができる。 

「協働制作」 
他者の進み具合や全体像を意識して作業するこ

とができる。 

「学校の壁を越えた学習」 
多様なものの見方を身に付け、学習内容への関

心を高めることができる。 

「他者参照」 
可視化された他者の学びによって、協働を踏ま

え自分の学びが更新できる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

● 本県が目指す次世代の学校・教育現場をつくり、個別最適な学びと協

働的な学びが実現できるよう、児童生徒のＩＣＴ活用能力と教員のＩＣ

Ｔ活用指導力の向上を図る。 
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(3) 教員研修の充実 

○ ＧＩＧＡスクール構想が加速化する中、教員のＩＣＴ活用指導力の更な

る向上は喫緊の課題である。 

○ 文部科学省が毎年実施している「学校における教育の情報化の実態等に

関する調査」によると、本県では、令和５年度中にＩＣＴ活用指導力の各項

目に関する研修を受講した教員の割合は、全国平均を下回っており、今後、

研修の機会を拡大する必要がある。 

○ ＩＣＴが積極的に活用されるためには、全ての教員がＩＣＴを活用して

指導する力を身に付けられるようにする取組が重要であり、各学校設置者

において実施されている研修の充実を図るとともに、校内研修を実施・推

進するための支援体制の強化が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

● 教員の更なるＩＣＴ活用指導力向上のため、授業等における実際の

指導場面や各学校・地域のＩＣＴ環境について把握し、栃木県教員育

成指標および栃木県教員研修計画に基づいた研修を計画する。 

● ＩＣＴを活用することのねらいが明確に定められている先進的実

践事例や取組などの情報収集と、Ｗｅｂコンテンツの充実を図り、教

員一人一人のＩＣＴ活用指導力を向上させる取り組みを支援する。 

参考：栃木県総合教育センター 

 とちぎ教育 ICT ポータルサイト 

（URL https://www.tochigi-edu.ed.jp/educenter/ICTPortal） 

参考：栃木県教育委員会教育政策課ホームページ内 

 学校ＩＣＴ教育の推進について 

（URL  https://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/ictsuisin.html） 

● 管理職や情報担当者への情報発信と啓発を行い、学校が授業改善に

向けた校内研修等を充実させられるよう支援体制を強化する。 
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３ 情報基盤の整備 

(1) ＩＣＴを活用するための環境の整備 

 (ｱ) 学校におけるＩＣＴの活用に係る環境の整備 

○ 全ての児童生徒が、家庭の経済的な状況、居住する地域、障害の有無等に

かかわらず、学校におけるＩＣＴの活用を「当たり前」で「日常的」なもの

とし、ＩＣＴの恩恵を受けられる学校の教育環境を整備することが重要であ

る。 

 

 

 

 

 

 (ｲ) 教育データの利活用、教育ＤＸの推進 

○ ＣＢＴシステムや校務支援システムなどのデジタル技術を活用し、校務

や学習の様々な教育データを可視化することなどにより、指導が必要な児童

生徒の早期発見や、特性・能力に応じた学習支援など、指導の改善につなげ

ることを目指す必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

● ＧＩＧＡスクール構想によって整備された端末の利活用等の実態や

現場の声も踏まえ、必要な環境整備について検討を進める。 

【今後の方向性】 

● デジタル庁と関係省庁で策定した「教育データ利活用ロードマップ」

も踏まえつつ、教育現場における学習者や教育者の日々の学習や実践の

改善に資する教育データの利活用の推進に努める。 

● 学習系と校務系のデータを有効に連携させるなど、デジタル技術とデ

ータを活用して、知見の共有と新たな教育価値の創出を目指す教育ＤＸ

を推進する。 
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(2) 教育の情報化に関する推進体制の充実 

○ 学校においては、情報担当の教職員に負担が過度に集中しないよう、校

務分掌を適切なものとし、組織的な対応や改善を常に図る必要がある。 

○ ＧＩＧＡスクール構想を推進するため、ＩＣＴの専門家による教職員へ

の助言や支援を強化するなど、推進体制の充実を図ることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 市町との連携 

○ 県と市町の連携会議においては、県内の学校教育において格差なく教育

の情報化が推進されるよう、引き続き、有識者からの情報収集や、県及び各

市町間での情報共有等が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

● 情報担当者など特定の教職員に負担が偏ることのないよう、校内の

組織体制が構築されるよう支援する。 

● ＩＣＴの活用が推進されるよう、学校現場の状況を把握しながら、

必要な支援について検討を進める。 

【今後の方向性】 

● 県及び各市町間の情報共有や授業におけるＩＣＴを活用した好事例

の周知等を行う。 
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(4) 校務の情報化の推進 

○ 教員の長時間勤務を解消し、学校の働き方改革を実現するためにも、  

ＩＣＴの活用は極めて大きな役割を果たし得るものである。 

○ 校務のデジタル化を進め、学校における働き方改革を推進させ、教育の

質を向上させるため、校務の効率化や教育データの利活用にも取り組む必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 情報セキュリティの確保 

○ 各学校は、教育情報セキュリティポリシー等を遵守し、全ての教員にル

ールの周知・徹底を図る必要がある。 

○ 教員及び児童生徒は、ＧＩＧＡスクール構想により整備された１人１台

端末等を用いて、クラウド上のデータやサービスを活用する。そのため、教

育情報セキュリティポリシー等において、必要なセキュリティ対策を講じ

た上でクラウドの活用を進めることが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

● 各学校は、教育情報セキュリティポリシー等を遵守し、ＩＣＴを活

用した教員の業務負担の軽減や多様な学習活動の実現を図っていく。 

● セキュリティ対策は定期的に見直しを行うべきものであり、学校に

おける情報セキュリティの確保に取り組み、教員及び児童生徒が安心

してＩＣＴを活用できる環境の整備を促進する。 

【今後の方向性】 

● 書類作成や情報共有、採点・集計作業などについて、デジタルの活

用によって効率化を進める。ＩＣＴや生成ＡＩ等を活用した校務効率

化に関する優良な実践事例について、広く周知する。 

● 働き方改革の観点から、ＩＣＴやグループウェア等を積極的に活用

し、効率化と業務の質の向上を目指す。 



                               

- 17 - 
 

(6) 著作権への理解 

○ デジタル化の進展に伴い、誰もが他人の著作物を利用するような状況に

なったことを踏まえ、児童生徒が著作権に関する知識や意識を持たないま

ま、誤って他人の著作物等を利用してしまうことがないよう注意が必要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の方向性】 

● 児童生徒が著作権に関する知識や意識を持ち、正しく利用できるよ

う取組を進める。 
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１ 児童生徒の健康に留意してＩＣＴを活用するためのガイドブック 

（平成 26 年、令和４年３月改訂） 

２ 学習指導要領                          （平成 29 年３月、平成 30 年３月） 

３ 教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン 

（平成 29 年 10 月 18 日、令和６年１月改訂） 

４ 学校教育の情報化の推進に関する法律                （令和元年６月 28 日） 

５ 教育の情報化に関する手引き       （令和元年 12 月、令和２年６月追補版） 

６ ＧＩＧＡ（Global and Innovation Gateway for All）スクール構想 

（令和元年 12 月） 

７ 令和の日本型学校教育の構築を目指して             （令和３年１月 26 日） 

８ 教育データ利活用ロードマップ 

（令和 4 年 1 月 7 日 デジタル庁、総務省、文科省、経産省） 

９ 学校教育情報化推進計画              （令和４年 12 月 26 日） 

10 第４期教育振興基本計画               （令和５年６月 16 日） 

11 初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン 

 （令和５年７月４日） 

 

 

参考 国の動向 


